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２０１４年反原子力デーに際して関西電力への申し入れ  
 

   若狭連帯行動ネットワーク   

 原発なしの今夏、電力供給は、全く支障ありませんでした 

 貴社の今夏需給実績報告では、2010年と比べ平均で約310万ｋWも減っています。最大電力需要は2,670

万kWで、夏前の5月16日時点での関電予想より、約200万kW減でした。原発がなくても電力を安定供給でき

るのです。企業や自治体も、貴社との契約を打ち切り、新電力に切り替える動きが拡がり、今年４月１日からの

４カ月間で1,598件、約33万ｋWが契約解除されています。 

 電力全面自由化を目前にして貴社は、東京電力に対抗して、首都圏での電力販売を拡大しようとしていま

すが、その電気料金は原発を抱える貴社自身の電気料金より「安い」のはどういうわけでしょうか。「原発の発

電単価は安い」と言いながら、電力自由化の下では、原発の電気を高めの「基準価格」で買い取るよう要求し

ていますが、こんな手前勝手な対応は許せません。 

 貴社の経営は最悪であり、停止原発の維持・管理費がかさみ、３年連続赤字でした 

 フクシマ事故後、貴社の純資産は、3年間で8千億円にまで減少し、実質的な純資産は3千億円程度にとど

まると見られます。純資産はすでに資本金(4900億円)を下回るレベルにまで毀損し、このままでは、4年連続赤

字になり、債務超過も視野に入れざるをえない危機的状況にあります。通常なら不採算部門で危険極まりない

原発部門を切り捨てるべきところ、あろうことか、フクシマ事故を顧みず原発の早期再稼働を求め、それができ

なければ電気料金の再値上げを求めるという、とんでもないことを言い出しています。 

 こうなった原因は原発依存の貴社の頑迷な経営方針にあります。停止原発の維持・管理費がかさむためで

す。 

 私たちは、電力再値上げも、原発再稼働も拒否します。すべての原発を廃炉にし、再処理をやめ、電気料

金を下げるべきです。 

 さらに、貴社は、日本原電と北陸電力に運転停止中の敦賀原発と志賀原発に対する「電気料金」を受電し

ていないのに3年以上支払い続けてきました。この「受電なき電力購入費」は日本原電に対して3年間で1千億

円近くになります。しかも、敦賀２号は、原子力規制委員会が直下に活断層があると判断しており、発電できな

い状態に陥っているではありませんか。このような支払いはやめるべきです。 

 美浜１～３号、高浜１・２号、大飯１・２号を廃炉にすべき 

 9月6日の新聞は「美浜２基廃炉検討」と大きく報じました。美浜1・2号は元より、美浜3号を含め、高浜１・２号、

大飯１・２号についても即刻廃炉を求めます。 

 高浜３・４号、大飯３・４号の基準地震動の再評価を見直し、再稼働申請を撤回すべき 

 震源を特定せず策定する地震動として「M6.5の直下地震による１３４０ガルの地震動」を取り入れ、高浜3・4

号と大飯3・4号の基準地震動を抜本的に大きくすべきです。 

 ５月２１日の福井地裁判決は、貴社に大飯３・４号の運転差し止めを命じました。「大きな自然災害や戦争以

外で，この根源的な権利(人格権)が極めて広汎に奪われるという事態を招く可能性があるのは原子力発電所



の事故のほかは想定し難い。かような危険を抽象的にでもはらむ経済活動は，その存在自体が憲法上容認で

きないというのが極論にすぎるとしても，少なくともかような事態を招く具体的危険性が万が一でもあれば，その

差止めが認められるのは当然である。」との司法判断を貴社は否定するのでしょうか。 

 また、日本学術会議の９月１９日報告では、使用済核燃料や高レベル放射性廃棄物の保管問題を議論す

る際には「現在世代で解決困難な不可逆的な決定をしてしまった『現在世代の責任』を真摯に反省することが

必要である。」と断じています。この責任を少しでも感じているのであれば、使用済み核燃料をこれ以上増やさ

ず、原発再稼働を撤回すべきではありませんか。 

  電力自由化対策として、送配電網を分離し、公共化を図るべき 

 原発に頼る余り、非効率な老朽石油火力をそのまま温存させ、高効率火力への設備更新を怠り、再生可能

エネルギーの普及を妨害してきました。２０１６年から始まる電力自由化に向け、誰でもが送配電網を共有化で

き、発電事業に参入できるように公平化を図るべきだと考えます。 

 私たちは、貴社に対し、以下のことを強く要求します。 

(1) 日本原電と北陸電力との電力購入基本契約を改訂し、3年以上続く「受電なき電力購入費」を撤廃してく

ださい。これに相当する分の電気料金を引き下げてください。 

(2) 40年超運転の美浜１・２号、2016年7月に40年超運転と見なされる高浜1・2号、2016年度に40年超運転と

なる美浜3号、35年超運転で老朽化した大飯1・2号を即刻廃炉にしてください。これによって浮いてくる原

発の維持・管理費相当分の電気料金を引き下げてください。 

(3) 貴社の原発の基準地震動に「M6.5の直下地震による1340ガルの地震動」を取り入れ、これに沿った耐震

安全性を確保できない限り運転を再開しないでください。 

(4) 「現在世代で解決困難な不可逆的な決定をしてしまった『現在世代の責任』を真摯に反省」し、これ以上

使用済核燃料を生み出さないでください。使用済核燃料中間貯蔵施設立地計画を中止し、再処理・プ

ルサーマル計画を中止してください。 

(5) 電力自由化の下での「基準価格」導入など原発優遇策を求めるのはやめてください。 

(6) 発送電分離と送配電網の公的管理に応じ、再生可能エネルギーの普及＝接続量拡大に協力してくださ

い。 

以上 


